
第２１回　自治基本条例市民ワーキンググループ会議での意見等

「目的」
条例案

この条例は、日田市の自治の基本原則を定め、市民、市議会及び市の責務等を明らかにするとともに、市民参画及び情報共有等の市政運営の基本的事項を定めることにより、市民を主体としたまちづくりの実現を図ることを目
的とする。

条例案に対する意見 項目に対する意見 疑問点 疑問点の説明

責務等を明らかにすると書かれているだ
けで、市民が権利主体である部分がぼや
けてしまっている。基本として、あくま
で市民が権利を有しているという部分を
はっきり書かないと、まずいのではない
かと思う。

広島県三次市の条例の＜目的＞がよい表
現がされていると思う。「このきまり
は、市民と市議会及び市がお互いに理解
を深め、信頼しあう関係をつくり、協働
して取り組むまちづくりの考え方と仕組
みを定め、自治を実現していくことをめ
ざしています」という内容。市民と市
は、乖離していると思っているのでこの
ような表現は良いと思った。

＜前文＞の中でせっかく「市民参加の開
かれた市政」ということを書いているの
で、それを＜目的＞にも入れるというの
はどうか。

今日、この後に話していくことになると
思うが、修正された＜前文＞に、＜目的
＞と重なるようなことが書かれているが
それは問題ないのか。

重複は問題なく、＜目的＞は必要で、通
常は＜前文＞がある条例は少ない。

＜前文＞と＜目的＞は、重複してもよい
と思うが、整合が取れているかどうかの
方を確認すべきだと思う。この二つが乖
離しているのはおかしく、むしろ＜目的
＞は＜前文＞の受け皿であるから、その
ように文言の整理をした方がよいのでは
ないかと思う。

① 権利と責務の両方を表して書く。

② 前文の受け皿になるような記述に。

③ 「日田市」という文言を、本市に。

④

まとめ



第２１回　自治基本条例市民ワーキンググループ会議での意見等

「条例の位置付け」
条例案

この条例は、日本国憲法及び地方自治法（昭和22年法律第67号）が定める地方自治の本旨にもとづき、日田市における自治及び市政に関する基本的な事項を定めた最高規範であり、市、市議会、及び市民は、この条例の趣旨
を最大限尊重し、自治及び市政の推進に努めなければならない。

条例案に対する意見 項目に対する意見 疑問点 疑問点の説明

この条文案に「日本国憲法及び地方自治
法」と書かれていますが、硬くなるので
わざわざ入れない方がいいと思う。それ
と、他自治体では、「最大限尊重し、こ
の条例に定める事項との整合性を図る」
ということがある。むしろ最高規範性と
いう文言をどうするかというよりも、最
大限尊重し、この条例に定める事項との
整合性を図るとした方が実効性が担保で
きてよいのかなと思う。

最高規範という言葉の用い方、他の自治
体がしているように「○○に関する最高
規範」というふうにすれば、別におかし
くはないと思う。

市民と市議会及び行政は分けた方がいい
かもしれない。市民は市民として権利や
責務を尊重する。市議会と行政は施策に
ついて最大限尊重して整合を図らなけれ
ばならないというように。

「日田市」という文言が入っているが、
本市どでよいと思う。

① 「日田市」という文言を、本市に。

② ２項に分ける。市民について１項。市、市議会について１項。

③ 市民は市民として権利や責務を尊重する。市議会と行政は施策について最大限尊重して整合を図らなければならないというように。

④

まとめ
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